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は
じ
め
に

　
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均

等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
、「
均
等
法
」
と

い
う
）
11
条
１
項
は
、
事
業
主
に
対

し
、
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト（
以
下
、「
セ
ク
ハ
ラ
」

と
い
う
）
の
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
同
措
置
の

具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
省
の
指
針
（「
事
業
主
が
職
場
に

お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問

題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き

措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
」（
２
０

２
０
年
１
月
15
日
最
終
改
正
）。
以

下
、「
セ
ク
ハ
ラ
防
止
指
針
」と
い
う
）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
同
措
置
は
、
事
業
主

が
自
社
従
業
員
と
の
関
係
で
講
じ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
雇
用
さ
れ
る
前

の
者
と
の
関
係
で
は
、
セ
ク
ハ
ラ
防

止
指
針
７
項
に
お
い
て
、
求
職
者
や

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る

者
等
に
対
し
て
も
自
社
従
業
員
に
対

す
る
の
と
同
様
の
対
応
を
と
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
。

　
し
か
る
と
こ
ろ
、
２
０
２
５
年
６

月
11
日
に
公
布
さ
れ
た
「
労
働
施
策

の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の

雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実

等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
63

号
）」（
以
下
、「
改
正
法
」
と
い
う
）

は
、
均
等
法
を
改
正
し
（
同
改
正
後

の
均
等
法
（
２
０
２
６
年
10
月
１
日

施
行
予
定
）
を
、
以
下
、「
改
正
後

均
等
法
」
と
い
う
）、
事
業
主
に
お

い
て
求
職
者
等
（
後
記
一
１
参
照
）

に
対
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト（
以
下
、「
求
職
者
等
セ
ク
ハ
ラ
」

と
い
う
）
の
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
法
的
義
務
化
し
た
（
同
法
13
条

１
項
）。

　
こ
の
こ
と
を
受
け
て
、
関
係
省
令

も
改
正
さ
れ
た
（
同
改
正
後
の
省
令

を
、
以
下
、「
改
正
後
均
等
法
施
行

規
則
」
と
い
う
）
ほ
か
、
厚
生
労
働

省
は
、２
０
２
６
年
２
月
26
日
に
は
、

同
措
置
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
定

め
る
指
針
（「
事
業
主
が
求
職
活
動

等
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す

る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず

べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
」。

以
下
、「
求
職
者
等
セ
ク
ハ
ラ
防
止

指
針
」
と
い
う
）
を
公
表
し
、
同
年

４
月
24
日
に
は
、
解
釈
通
達
（「
雇

用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な

機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
つ
い
て
」（
雇
均
発

０
４
２
４
第
１
号
）。
以
下
、「
解
釈

通
達
」
と
い
う
）
お
よ
び
Ｑ
＆
Ａ
集

（「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置
義
務
規

定
等
に
お
け
る
解
釈
事
項
に
つ
い

て
」。
以
下
、「
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い
う
）

を
公
表
し
て
い
る
。

　
求
職
者
等
セ
ク
ハ
ラ
の
防
止
措
置

に
つ
い
て
は
、
業
態
や
規
模
を
問
わ

ず
す
べ
て
の
事
業
主
が
講
じ
る
義
務

を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

金
融
機
関
が
採
用
活
動
を
行
う
に
あ

た
っ
て
も
、
当
然
、
か
か
る
義
務
を

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
、
改
正
後
均
等
法
等

の
内
容
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
金

求
職
者
等
に
対
す
る

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
実
務
対
応

今
月
の
解
説
①

島
田
法
律
事
務
所 
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は
じ
め
に

　
金
融
庁
所
管
の
特
定
事
業
者
（
た

だ
し
、
公
認
会
計
士
お
よ
び
監
査
法

人
を
除
く
。
以
下
、「
金
融
機
関
等
」

と
い
う
）
に
対
し
て
は
、「
マ
ネ
ー・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供

与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ
」
と
い
う
）

の
「
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
」
に

つ
い
て
、
２
０
２
４
年
３
月
末
ま
で

に
態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。
そ
の
後
、
２
０
２
５
年
３
月

に
は
「
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
有
効
性

検
証
に
関
す
る
対
話
の
た
め
の
論

点・プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
整
理
」（
以
下
、

「
有
効
性
検
証
Ｄ
Ｐ
」
と
い
う
）
が

公
表
さ
れ
、
金
融
機
関
等
に
お
け
る

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
、
体
制
を
作
る

段
階
か
ら
、
そ
の
体
制
が
機
能
を
発

揮
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
そ
の
結

果
を
合
理
的
・
客
観
的
に
説
明
で
き

る
よ
う
求
め
ら
れ
る
段
階
に
移
行
し

た
。

　
２
０
２
６
年
３
月
末
に
公
表
さ
れ

た
今
回
の
マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ
お
よ
び

「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
よ
く
あ
る

ご
質
問
（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」（
以
下
、「
Ｆ

Ａ
Ｑ
」
と
い
う
）
の
改
正
は
、
こ
の

流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
改
正
の
中
心
は
、
形
式
的

に
項
目
を
追
加
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
国
内
外
の
環
境
変
化
、
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
第
５
次
対
日
相
互
審
査
を
見
据
え

た
実
効
性
評
価
、
預
貯
金
口
座
等
の

不
正
利
用
を
含
む
金
融
犯
罪
の
急
速

な
変
化
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
等
に

求
め
ら
れ
る
対
応
を
誤
解
の
な
い
形

で
整
理
し
直
す
こ
と
に
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
２
回
に
わ
た
り
、
改

正
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
Ｆ
Ａ

Ｑ
に
み
る
今
後
の
金
融
犯
罪
対
策
に

つ
い
て
解
説
す
る
。

　
上
編
で
あ
る
本
稿
で
は
、
マ
ネ
ロ

ン
Ｇ
Ｌ
の
改
正
趣
旨
お
よ
び
改
正
部

分
を
中
心
に
概
説
し
、
下
編
で
は
Ｆ

Ａ
Ｑ
改
正
の
実
務
上
の
意
義
を
と
り

あ
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
筆
者
が

現
在
な
い
し
過
去
所
属
し
て
い
た
組

織
の
見
解
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
一
個
人
と
し
て
の
見
解

で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一　
改
正
の
背
景
と
基
本
視
座

１　
態
勢
整
備
か
ら
有
効
性
検
証
へ

　
２
０
２
４
年
３
月
末
の
態
勢
整
備

期
限
は
、
金
融
機
関
等
に
と
っ
て
一

つ
の
大
き
な
節
目
で
あ
っ
た
。
も
っ

と
も
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
お
け
る

「
態
勢
整
備
」
は
、
規
程
、
組
織
図
、

会
議
体
、
シ
ス
テ
ム
、
委
託
契
約
等

を
整
え
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス

ク
は
、
国
際
情
勢
、
金
融
犯
罪
の
手

口
、
顧
客
属
性
、
商
品・サ
ー
ビ
ス
、

非
対
面
チ
ャ
ネ
ル
の
利
用
状
況
等
に

よ
り
不
断
に
変
化
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
整
備
さ
れ
た
仕
組
み
が
変
化
す

改
正
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
Ｆ
Ａ
Ｑ
に
み
る

改
正
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
Ｆ
Ａ
Ｑ
に
み
る

今
後
の
金
融
犯
罪
対
策
（
上
）

今
後
の
金
融
犯
罪
対
策
（
上
）

の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
所

の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
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は
じ
め
に

　
筆
者
が
座
長
を
務
め
る
「
中
小
企

業
の
事
業
再
生
等
に
関
す
る
研
究

会
」（
以
下
、「
研
究
会
」と
い
う
）は
、

「
中
小
企
業
の
事
業
再
生
等
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、「
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）（
注
１
）
お

よ
び
「『
中
小
企
業
の
事
業
再
生
等

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』Ｑ
＆
Ａ
」

（
以
下
、「
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い
う
）
を
一

部
改
定
し
、
２
０
２
６
年
３
月
16
日

に
公
表
し
た
（
適
用
開
始
日
は
２
０

２
６
年
４
月
１
日
）。
本
稿
は
、
改

定
の
背
景
や
改
定
内
容
の
解
説
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
改
定
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お

よ
び
Ｑ
＆
Ａ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い

意
見
に
関
す
る
部
分
は
、
筆
者
個
人

の
見
解
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

研
究
会
の
公
式
見
解
で
は
な
い
こ
と

を
お
断
り
し
て
お
く
。

一　
今
回
の
一
部
改
定
の
目
的

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
中
小
企
業
者

の
「
平
時
」
や
「
有
事
」（
注
２
）

等
の
各
段
階
に
お
い
て
、
中
小
企
業

者
・
金
融
機
関
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す

べ
き
役
割
を
「
中
小
企
業
の
事
業
再

生
等
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」

と
し
て
第
二
部
に
と
り
ま
と
め
、
続

く
第
三
部
に
お
い
て
、
有
事
の
際
に

民
間
主
導
で
迅
速
か
つ
柔
軟
に
中
小

企
業
者
の
事
業
再
生
等
（
注
３
）
に

取
り
組
め
る
よ
う
「
中
小
企
業
の
事

業
再
生
等
の
た
め
の
私
的
整
理
手

続
」（
以
下
、「
中
小
版
手
続
」
と
い

う
）
と
し
て
、「
再
生
型
私
的
整
理

手
続
」と「
廃
業
型
私
的
整
理
手
続
」

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
２
０
２
２
年
４
月
15
日
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
適
用
開
始
以
降
、
普
及
に

向
け
た
関
係
者
の
努
力
も
あ
り
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
活
用
実
績
は
着
実
に

増
加
し
て
お
り
、金
融
庁
に
よ
れ
ば
、

中
小
版
手
続
に
基
づ
く
事
業
再
生
計

画
・
弁
済
計
画
の
成
立
件
数
は
、
２

０
２
２
年
度
は
28
件
、
２
０
２
３
年

度
は
１
３
３
件
、
２
０
２
４
年
度
は

２
１
７
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

中
小
企
業
者
の
事
業
再
生
等
に
向
け

た
効
果
的
な
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て

定
着
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
、
足
元

で
企
業
倒
産
件
数
が
増
加
す
る
な

か
、
さ
ら
な
る
活
用
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　
今
回
の
一
部
改
定
は
、
こ
う
し
た

期
待
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
、
足
元

に
お
け
る
中
小
企
業
者
の
事
業
再
生

等
に
向
け
た
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま

り
を
踏
ま
え
、
地
域
経
済
の
維
持
・

成
長
に
向
け
た
早
期
事
業
再
生
や
、

そ
の
手
段
と
し
て
の
事
業
承
継
・
Ｍ

＆
Ａ
の
重
要
性
、
有
事
の
対
応
の
迅

速
化
・
円
滑
化
に
向
け
た
平
時
か
ら

の
中
小
企
業
者
・
金
融
機
関
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
示

す
ほ
か
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
活
用
実

績
を
踏
ま
え
た
実
務
上
の
取
扱
い
の

明
確
化
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
効
性
を
い
っ
そ
う

長
島
・
大
野
・
常
松
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

小
林 

信
明

今月の解説③

「
中
小
企
業
の
事
業
再
生
等
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
お
よ
び
Ｑ
＆
Ａ
改
定
の
解
説


